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令和６年１２月９日 

報 道 発 表 資 料 

 

 

定期（財務）監査・行政監査及び財政援助団体等監査の結果を公表しました 

川崎市監査委員が令和６年度第１回定期（財務）監査・行政監査及び財政援助団体等監査の結果を

本日付けで公表しましたので、お知らせします。 

定期（財務）監査・行政監査の対象は６局、財政援助団体等監査の対象は１０団体で、事務の一部

に改善を要する事項がありました（定期（財務）監査：９件、行政監査：５件、財政援助団体等監査：

８件）。 
 

１ 監査の対象 

（１）第１回定期（財務）監査・行政監査 

環境局、会計室、消防局、市民オンブズマン事務局、監査事務局及び人事委員会事務局 
 

（２）財政援助団体等監査 

ア 財政援助団体〔１団体〕 

財政援助団体 所管局 

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 健康福祉局 
 

イ 出資団体〔２団体〕 

出資団体 所管局 

公益財団法人川崎市国際交流協会 市民文化局 

川崎臨港倉庫埠頭株式会社 港湾局 
 

ウ 指定管理者〔７団体・７施設〕 

指定管理者 公の施設の名称 所管局 

公益財団法人川崎市国際交流協会・株式会社

東急コミュニティー共同事業体 
川崎市国際交流センター 市民文化局 

ヨネッティーアドバンスパートナーズ 川崎市王禅寺余熱利用市民施設 環境局 

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 総合研修センター 健康福祉局 

かわさき未来応援パートナーズ 川崎市青少年の家 
こども未来局 

一般社団法人富士見パノラマリゾート 川崎市八ケ岳少年自然の家 

多摩川緑地バーベキュー広場共同事業体 多摩川緑地バーベキュー広場 建設緑政局 

横浜川崎国際港湾・川崎臨港倉庫埠頭共同事

業体 
川崎港コンテナターミナル関連施設 港湾局 

 

 

 

 

川崎市監査事務局 

 

問合せ先 
〇定期（財務）監査及び財政援助団体等監査について 
川崎市監査事務局財務監査課 藤田 啓ニ 
電  話 ０４４－２００－３４４３ 

〇行政監査について 
川崎市監査事務局行政監査課 藤田 秀幸 
電  話 ０４４－２００－３４３７ 
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２ 監査の範囲 

（１）第１回定期（財務）監査・行政監査 

   令和５年度及び令和６年度の財務に関する事務の執行並びに情報管理に関する事務等の執

行 

（２）財政援助団体等監査 

   主に令和５年度の出納その他の事務の執行 

 

３ 監査の期間 

  令和６年９月２日から同年１１月２０日まで 

 

４ 公 表 日 

  令和６年１２月９日（月） 

 

５ 第１回定期（財務）監査・行政監査の結果 

（１）定期（財務）監査 

事務の一部に次のとおり改善を要する事項があった。 

監査の種類 指 摘 事 項 軽易な指摘事項 合 計 

定期（財務）監査 ５件 ４件 ９件 

（指摘の概要） 

指摘事項 概 要 対象局 
公表文 

ページ 

ア 行政財産の貸付けに

附帯する光熱水費の算

定を適正に行うべきも

の 

飲料自動販売機の電気料について、過年度の算定

基準に基づき算定したことにより、過小に請求して

いた事例 

環境局 Ｐ２ 

イ 物品購入に係る契約

手続を適正に行うべき

もの 

一括して発注すべき物品について分割して起案

し、財政局資産管理部契約課へ契約手続を依頼せず

に契約していた事例 
消防局 Ｐ３ 

定められた金額を超える物品の調達について、財

政局資産管理部契約課へ契約手続を依頼せずに契約

していた事例 

ウ 産業廃棄物の処理に

係る手続を適正に行う

べきもの 

産業廃棄物の運搬、処分等に係る委託契約につい

て、契約書に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行令で定める条項が含まれていなかった事例 

環境局 Ｐ３ 

エ 再委託に係る事務を

適正に行うべきもの 

受注者が市の承諾を受けずに業務の一部を再委託

していた事例 

人事委員会 

事務局 
Ｐ４ 

オ 劇物の管理を適正に

行うべきもの 

劇物について、職員以外が立ち入れない場所に保

管されていたものの、施錠保管が行われておらず、

盗難や紛失を防ぐのに必要な措置が講じられていな

かった事例 
環境局 Ｐ４ 

薬品庫に「医薬用外」及び「劇物」の表示をして

いなかった事例 
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カ その他軽易な事項であるが改善を要するもの 対象局 
公表文 

ページ 

（ア） 特定調達契約に係る手続を適正に行うべきもの 消防局 Ｐ５ 

（イ） 使用許可に係る手続を適正に行うべきもの 環境局 Ｐ５ 

（ウ） 備品の管理を適正に行うべきもの 
環境局 

消防局 
Ｐ５ 

（エ） 消耗品等の管理を適正に行うべきもの 
環境局 

消防局 
Ｐ６ 

 

（２）行政監査 

事務の一部に次のとおり改善を要する事項があった。 

監査の種類 指 摘 事 項 

行政監査 ５件 

 （指摘の概要） 

指摘事項 概 要 対象局 
公表文 

ページ 

ア 情報管理に関する事務 

（ア）機密保持等に関す

る事務を適正に行うべ

きもの 

機密性区分Ⅰの情報を取り扱う委託業務につい

て、機密保持等に関する誓約書を提出させていなか

った事例 

環境局 

消防局 
Ｐ７ 

（イ）情報の返却又は廃

棄の確認に関する事

務を適正に行うべき

もの 

 委託事業者が受託業務に関して保有している機密

性区分Ⅰ又はⅡの情報の管理について、委託業務終

了後に、確実に返却又は廃棄されたことを書面によ

り確認していなかった事例 

環境局 

会計室 

消防局 

人事委員会事務局 

Ｐ７ 

（ウ）ＵＳＢメモリの利

用記録を作成すべき

もの 

ＵＳＢメモリの利用記録が作成されていなかった

事例 

環境局 

消防局 

市民オンブズマン事務局 

Ｐ８ 

イ 庁用自動車等の管理に関する事務 

（ア）庁用自動車等の使

用の本拠の位置の変

更登録の申請を適正

に行うべきもの 

庁用自動車等の配置換えをしたにもかかわらず、

使用の本拠の位置の変更登録の申請を法令で定めら

れた期限までに行っていなかった事例 

環境局 

消防局 
Ｐ９ 

（イ）庁用自動車等の保

管場所の位置の変更

の届出を適正に行う

べきもの 

庁用自動車等の配置換えをしたにもかかわらず、

保管場所の位置の変更の届出を法令で定められた期

限までに行っていなかった事例 

環境局 

消防局 
Ｐ１０ 

 

６ 財政援助団体等監査の結果 

事務の一部に次のとおり改善を要する事項があった。 

監査の種類 指 摘 事 項 軽易な指摘事項 合 計 

財政援助団体等監査 ２件 ６件 ８件 
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（１）財政援助団体 軽易な指摘事項１件 

（指摘の概要） 

軽易な事項であるが改善を要するもの 対象団体／所管局 
公表文 

ページ 

ア 実施報告書等を適正に作成すべきもの 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会／健康福祉局 Ｐ３ 

 

（２）出資団体 軽易な指摘事項２件 

（指摘の概要） 

軽易な事項であるが改善を要するもの 対象団体／所管局 
公表文 

ページ 

ア 固定資産の管理を適正に行うべきもの 川崎臨港倉庫埠頭株式会社／港湾局 

Ｐ３ 
イ 

受託事業に係る正確な収支状況を報告

すべきもの 

公益財団法人川崎市国際交流協会／市民文化局、

教育委員会事務局（関係局） 

 

（３）指定管理者 指摘事項：２件 軽易な指摘事項：３件 

（指摘の概要） 

指摘事項 概 要 
対象団体／所管局 

（公の施設の名称） 

公表文 

ページ 

ア 原油価格・物価高騰

に伴う補填金の算定又

は補填金の算定の基礎

となる報告を適正に行

うべきもの 

補填の対象外である出資団体事

業に係る費用の計上や小数点以下

の端数調整の誤り等により、増額要

素の算定に誤りが生じたため、補填

金が適正に算定されていなかった

事例 

公益財団法人川崎市国際交流

協会・株式会社東急コミュニ

ティー共同事業体／市民文化

局（川崎市国際交流センター） 

Ｐ４ 指定管理者が、国の電気・ガス

価格激変緩和対策事業による差額

精算分として電力供給会社から返

金された電気料があったことにつ

いて、市への報告を失念していた

ため、当該精算分が電気料から控

除されていなかった事例 

一般社団法人富士見パノラマ

リゾート／こども未来局（川

崎市八ケ岳少年自然の家） 

イ 職員配置を適正に行

うべきもの 

宿直者を２名以上配置するとこ

ろ、１名の日があった事例 

一般社団法人富士見パノラマ

リゾート／こども未来局（川

崎市八ケ岳少年自然の家） 

Ｐ５ 

 

ウ その他軽易な事項であるが改善を

要するもの 
対象団体／所管局（公の施設の名称） 

公表文 

ページ 

（ア） 
指定管理施設における備品管理を

適正に行うべきもの 

公益財団法人川崎市国際交流協会・株式会社東急コミュ

ニティー共同事業体／市民文化局（川崎市国際交流セン

ター） Ｐ５ 

ヨネッティーアドバンスパートナーズ／環境局（川崎市

王禅寺余熱利用市民施設） 

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会／健康福祉局（総合

研修センター） 
Ｐ６ 

かわさき未来応援パートナーズ／こども未来局（川崎市

青少年の家） 
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一般社団法人富士見パノラマリゾート／こども未来局

（川崎市八ケ岳少年自然の家） 

横浜川崎国際港湾・川崎臨港倉庫埠頭共同事業体／港湾

局（川崎港コンテナターミナル関連施設） 

（イ） 事業報告を適正に行うべきもの 

公益財団法人川崎市国際交流協会・株式会社東急コミュ

ニティー共同事業体／市民文化局（川崎市国際交流セン

ター） 

Ｐ７ かわさき未来応援パートナーズ／こども未来局（川崎市

青少年の家） 

多摩川緑地バーベキュー広場共同事業体／建設緑政局

（多摩川緑地バーベキュー広場） 

（ウ） 収支状況を適正に報告すべきもの 
ヨネッティーアドバンスパートナーズ／環境局（川崎市

王禅寺余熱利用市民施設） 
Ｐ７ 

 

※第１回定期（財務）監査・行政監査結果の公表文は、次の川崎市ホームページに掲載しています。 

 https://www.city.kawasaki.jp/920/page/0000045479.html 

※財政援助団体等監査結果の公表文は、次の川崎市ホームページに掲載しています。 

 https://www.city.kawasaki.jp/920/page/0000045484.html 
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